
令和６年３月 26 日 

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の管理職手当に関する規程の一部改正 新旧対照表（案）                                     本部事務局人事部 
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第 66 号議案 

新 旧 改正理由等 

第１条～第７条 （略） 

 

附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

別表第１（第２条、第３条関係） 
職 区分 

１ （略） （略） 

２ 本部の事務局長、担当局長及び参事監 

３～６ （略） 

２種 

７～15 （略） （略） 

 

 
 

第１条～第７条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第２条、第３条関係） 
職 区分 

１ （略） （略） 

２ 本部の事務局長及び担当局長 

３～６ （略） 

２種 

７～15 （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

・管理職手当支給

対象職を必要に応

じておけるスタッフ

職として配置するた

め改正 

 

 

 

 

 

 

 


